
①食肉衛生検査所の仕事

　　　安全な食肉が流通するために、食肉の検査を行っています。

　　・牛や豚のと畜検査を行っています。検査で疾病にかかった獣畜の肉や
　　　内臓を排除します。

　　・精密検査では微生物学的検査（細菌、遺伝子等）、理化学検査（抗
　　　生・抗菌性物質等）、病理学的検査を実施し、総合的に判断してい
　　　ます。

　　・と畜場や食鳥処理場について、HACCPに沿った衛生管理を推進して　　　　
　　　います。

②衛生研究所の仕事

　　　県民の疾病の予防、健康の保持・増進等に係る調査研究及び試験検
　　査を行っています。

　　・食品（残留農薬、アレルギー物質、寄生虫等）、医薬品等に係る検　　　　
　　　査を行っています。
　　・環境や水道水等の放射線量の測定を行い、公表しています。
　　・感染症の細菌やウイルス検査・発生状況の調査を行っています。



③福祉保健所の仕事

　～動物愛護～
　　　人と動物が共に安心して暮らす社会を目指し、日々業務を行ってい
　　ます。
　　・飼い主不明の犬・猫の保護や飼えなくなった犬・猫の引き取りを
　　　行っています。
　　・犬及び猫の譲渡を行っています。

　　・小学校で動物愛護教室を行い、動物愛護、命の大切さについて授業
　　　を行っています。
　　・不必要な猫の繁殖を防ぐため、雌猫の不妊手術に対する助成を行っ
　　　ています。
　　・現在、命を大切にする心を育てたり、動物の適正飼養・終生飼養の
　　　啓発の拠点となる動物愛護センターの設置に取り組んでおり、獣医
　　　師の配置が求められています。

　～食品衛生～
　　　安全で安心な食品を確保し、県民の健康を守るために日々、業務を
　　行っています。

　　・食品販売・製造施設の食品営業の許可を行っています。
　　・営業施設に対し、HACCPに沿った衛生管理を推進しています。
　　・食中毒を防止するために、営業者に対する衛生指導や講習会を行っ
　　　ています。
　　・食品表示や営業施設の監視を行い、違反がないか確認し指導してい
　　　ます。


